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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

福
島
第
二
原
発
三
号
機
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
Ｂ
の
使
用
前
検
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

平
成
二
年
十
一
月
六
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

櫻 
内 

義 

雄 

殿 

 

提 

出 

者 
 

長 

谷 

百 

合 

子 

 

一 

 



 

一
九
九
〇
年
一
一
月
五
日
、
一
年
一
一
カ
月
ぶ
り
に
調
整
運
転
を
開
始
し
た
福
島
第
二
原
発
三
号
機
の
再
循
環

ポ
ン
プ
ケ
ー
シ
ン
グ
に
つ
い
て
、
す
で
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
新
た
な
知
見
を
得
、
通
産

大
臣
に
よ
る
使
用
前
検
査
の
合
格
手
続
に
お
い
て
、
重
大
な
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
質
問

す
る
。 

一 

電
気
事
業
法
第
四
三
条
に
定
め
ら
れ
た
使
用
前
検
査
は
、
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
で
あ
る
再
循
環
ポ
ン
プ
ケ
ー

シ
ン
グ
に
関
し
て
、
製
造
後
初
め
て
運
転
に
供
さ
れ
る
時
点
と
今
回
の
よ
う
な
改
造
修
理
後
の
時
点
で
、
検
査

項
目
や
検
査
方
法
が
異
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
異
な
る
と
す
れ
ば
、
法
、
省
令
、
告
示
の
ど
こ
に
そ
れ

が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

二 

東
京
電
力
は
、
通
産
省
告
示
第
五
〇
一
号
「
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
構
造
等
の
技
術
基
準
」（
以
下
「
技 

福
島
第
二
原
発
三
号
機
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
Ｂ
の
使
用
前
検
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

四 

ケ
ー
シ
ン
グ
の
材
質
で
あ
る
Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
六
Ａ
の
最
少
降
伏
点
は
一
平
方
ミ
リ
当
た
り
二
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ

る
。
こ
れ
を
超
え
る
衝
撃
が
加
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
最
低
限
で
も
金
属
内
部
に
歪
み
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
歪
み
を
残
し
た
ま
ま
の
再
使
用
は
、
安
全
確
保
上
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

五 

そ
も
そ
も
今
回
の
改
造
修
理
後
、
技
術
基
準
告
示
を
満
た
す
よ
う
な
放
射
線
透
過
試
験
や
超
音
波
探
傷
試
験 

三 

仮
に
裁
量
権
が
あ
っ
た
と
し
て
、
ケ
ー
シ
ン
グ
の
損
傷
状
態
を
推
定
し
、
試
験
を
行
う
必
要
が
な
い
と
判
断

す
る
に
は
、
事
故
時
に
ケ
ー
シ
ン
グ
に
加
え
ら
れ
た
衝
撃
を
工
学
的
に
計
算
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
事
故
時

に
ケ
ー
シ
ン
グ
に
加
え
ら
れ
た
衝
撃
は
一
平
方
ミ
リ
当
た
り
最
大
何
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
解
析
さ
れ
た
の
か
。 

術
基
準
告
示
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
放
射
線
透
過
試
験
、
超
音
波
探
傷
試
験
を
ど
ち
ら
も
行
わ

な
か
っ
た
理
由
と
し
て｢

通
産
省
か
ら
指
示
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら｣

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
指
示
す
る
か

し
な
い
か
は
、
通
産
省
の
裁
量
権
の
範
囲
で
あ
る
と
も
答
え
て
い
る
。
こ
の
通
産
省
の
裁
量
権
は
、
法
、
省 

 
 

令
、
告
示
の
ど
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

四 

 



 

六 

ケ
ー
シ
ン
グ
の
設
計
上
の
最
少
肉
厚
九
二
ミ
リ
は
、
技
術
基
準
告
示
第
七
三
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
る
計
算

上
必
要
と
さ
れ
る
最
少
肉
厚
七
七
・
四
ミ
リ
よ
り
一
四
・
六
ミ
リ
も
厚
く
作
ら
れ
て
い
る
。
必
要
な
肉
厚
と
設

計
寸
法
が
こ
れ
ほ
ど
掛
け
離
れ
て
い
る
理
由
は
何
か
。 

八 

も
と
も
と
ケ
ー
シ
ン
グ
は
、
技
術
基
準
告
示
を
満
た
す
よ
う
な
放
射
線
透
過
試
験
や
超
音
波
探
傷
試
験
は
、

仮
に
行
え
て
も
合
格
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
持
つ
が
、
当
該
ケ
ー
シ
ン
グ
は
一
度
で
も
ど

ち
ら
か
の
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。 

七 

九
二
ミ
リ
と
い
う
最
少
肉
厚
は
、
技
術
基
準
告
示
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
合
格
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
第

七
三
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
る
計
算
上
必
要
と
さ
れ
る
最
少
肉
厚
九
一
・
三
ミ
リ
と
き
わ
め
て
符
合
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
た
だ
の
偶
然
か
。 

は
技
術
的
に
可
能
だ
っ
た
の
か
。
放
射
線
透
過
試
験
、
超
音
波
探
傷
試
験
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
説
明
を
い
た
だ

き
た
い
。 

五 

 



 

 

六 
九 
そ
の
合
格
証
明
書
は
通
産
省
に
提
出
さ
れ
て
い
る
か
。 

一
〇 

そ
の
合
格
証
明
書
は
何
年
の
何
月
何
日
に
出
さ
れ
て
い
る
か
。
試
験
の
方
法
、
試
験
の
実
施
者
、
実
施
場

所
は
何
と
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。 

一
一 

技
術
基
準
告
示
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
透
過
試
験
、
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
わ
な
く

て
よ
い
と
す
る
法
的
根
拠
、
そ
れ
が
通
産
省
の
裁
量
権
で
あ
る
と
し
た
場
合
の
判
断
の
根
拠
と
な
る
工
学
的
解

析
結
果
、
こ
の
ケ
ー
シ
ン
グ
が
技
術
基
準
告
示
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
透
過
試
験
も
し
く

は
超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
し
て
い
る
と
い
う
証
明
、
こ
の
三
つ
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
通
産
大
臣
が
ケ
ー
シ

ン
グ
の
使
用
前
検
査
に
下
し
た
合
格
の
判
断
は
違
法
と
な
る
。
ま
ず
合
格
の
判
断
を
変
更
し
、
当
該
ケ
ー
シ
ン

グ
に
つ
い
て
十
分
な
検
査
を
行
う
か
、
思
い
切
っ
て
交
換
と
い
う
手
段
を
講
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


